
川崎市立中学校完全給食の早期実施に向けた検討について

１ 早期に中学校完全

給食を実施します

２ 学校給食を活用した、

さらなる食育の充実

を図ります

３ 安全・安心な給食を

提供します

４ 温かい給食を全校

で提供します

中学校給食の基本方針

川崎市立中学校完全給食実施に向けた具体的課題
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◎全員喫食か選択制か

中学校給食のあり方

◎民間活力を生かした効率
的な手法

実施手法

◎具体的スケジュールを踏
まえた導入時期

導入時期

◎安全・安心・安価・良質な
食材の確保について

食材の安全性等

◎中学校給食における食器
の選定について

食器

◎給食費の額について

給食費

◎中学校給食実施に伴う施

設改修について

施設改修関係

◎学習指導要領に沿った食育
の推進について

◎食育指導や給食管理等のあ
り方を踏まえた教職員の役割

食育推進の充実

◎川崎らしい献立の提供につい
て

献立

◎給食実施に係る配膳、運搬
等について

配膳等

◎調理から喫食までの安全確保
について

給食提供の安全確保

◎給食時間の設定（時程の見

直し） 等

その他

資料①

平成26年4月22日
(教）中学校給食推進室



　　

【学校給食の目的】

全員喫食による給食 家庭弁当と給食との選択制

【学校給食の形態】

川崎市立中学校完全給食の在り方について

・家庭弁当を選択することによ
り、昼食の内容や量、アレルギー
対応などについて、個人個人の状
況に合わせて自由に調整できる。
・家庭弁当を選択することによ
り、「保護者と子どもの結びつき
や家族間のコミュニケーションが
築かれる」など、各家庭における
「家庭弁当」に対する思いに配慮
することができる。

・学校給食を活かした統一的な食
育指導は難しい。
・栄養バランスに家庭差が生じ
る。
・「家庭弁当持参の生徒」と「給
食の生徒」とでは、結果的に、公
費負担に差が出る。
・利用率が低下すると、事業者の
事業採算性が低下し、事業の継続
性が図れなくなるリスクがある。

・昼食の内容や量、アレルギー対
応などについて、個人個人の状況
に合わせた自由な調整が難しい。
・「家庭弁当の日」を設けるな
ど、家庭弁当の良さや「家庭弁当
を持参したい」という家庭の思い
に配慮するための工夫が必要

デメリット

メリット

・全員が同じものを食べることに
より、生徒全員に、学校給食を生
きた教材として活用でき、統一的
な食育指導ができる。
・生徒全員が同じものを食べるこ
とにより、食を通したコミュニ
ケーションが図られ、仲間意識が
深まる。
・豊富な献立により多彩な「食」
を提供することができる。
・生徒全員が栄養バランスの良い
昼食を摂ることができる。

第１条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達

に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適

切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、

学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な

事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進

を図ることを目的とする。

学校給食法第１１条では、義務教育諸学校の設置者負担について、

人件費、施設・設備（消耗品等を含む）は設置者の負担とされ、それ

以外の食材費等は保護者の負担とされる。

完全給食 補食給食 ミルク給食

給食内容がパン又は米

飯（これらに準ずる小麦

粉食品、米加工食品そ

の他の食品を含む。）、

ミルク及びおかず

完全給食以外の給食

で、給食内容がミルク

及びおかず

給食内容がミルクのみ

現在の本市の形態

※ 学校給食における経費負担

■ 学校給食法 （昭和29年法律第160号） ■ 学校給食実施基準 （文部省告示第90号）

■ 給食の提供対象

資料 ②

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室

第２条 学校給食は、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対

し実施されるものとする。



区分 自校方式
（単独調理場方式）

親子方式
センター方式

（共同調理場方式）
デリバリー方式（食缶） デリバリー方式（弁当箱）

内容

食育

・各学校独自の献立が比較的容易
・作り手（調理員）の顔が見え、交流が図
りやすい。
・準備・配膳・片付け等の共同作業を通じ
て連帯感・責任感が醸成できるとともに、
食事マナーの向上が期待できる。

・子校独自の献立は困難
・調理員との交流は困難。配膳員との交流
や親校との連携による工夫が必要
・準備・配膳・片付け等の共同作業を通じ
て連帯感・責任感が醸成できるとともに、
食事マナーの向上が期待できる。

・各学校独自の献立は困難
・調理員との交流は困難。配膳員との交流
や見学コースを設けるなど工夫が必要
・準備・配膳・片付け等の共同作業を通じ
て連帯感・責任感が醸成できるとともに、
食事マナーの向上が期待できる。

・各学校独自の献立は困難
・調理員との交流は困難であるため、配膳
員との交流や事業者との連携による工夫が
必要
・準備・配膳・片付け等の共同作業を通じ
て連帯感・責任感が醸成できるとともに、
食事マナーの向上が期待できる。

・各学校独自の献立は困難
・調理員との交流は困難。配膳員との交流
や事業者との連携による工夫が必要
・食缶方式と比較すると、準備・配膳・片
付け等の共同作業を通じた連帯感・責任感
の醸成や、食事マナーの向上は難しい。

衛生管理

・調理場が市内に分散しているため、食中
毒発生リスクは高いが、他校への拡大リス
クは低い。それぞれの調理場において徹底
した衛生管理が求められる。

・調理場が市内に分散しているため、食中
毒等の発生リスクは高いが、他校への拡大
リスクは自校に次いで低い。それぞれの調
理場において徹底した衛生管理が求められ
る。

配送時間２時間
以内の喫食

（学校給食衛生
管理基準）

・自校で調理していることから十分可能
・全校において調理後2時間以内に給食でき
るよう、「親子」の効率的な組合せを図る
必要がある。

・全校において調理後2時間以内に給食で
きるよう、複数のセンターの効率的な配置
等の対応を図る必要がある。

・全校において調理後2時間以内に給食で
きるよう、配送エリアを分けた事業者選定
等の対応を図る必要がある。

・全校において調理後2時間以内に給食で
きるよう、配送エリアを分けた事業者選定
等の対応を図る必要がある。
・適温で提供するためには、再度加熱する
など、給食調理に要する時間は最も長くな
る。

適温提供
・調理後、すぐに喫食できるため適温での
給食提供が可能

・業者による配送中の温度管理の工夫（保
冷加熱カートの導入等）、学校側での再加
熱設備の整備等により、適温での提供は可
能

学校生活への影
響

・配膳・片付けの時間が短く、学校生活へ
の影響は最も少ない。

・短縮授業等により急に給食時間が変更さ
れた場合でも柔軟な対応が可能

食物アレルギー
対応

・完全な食物アレルギー対応は困難である
が、専用調理室の設置により、ある程度の
個別の食物アレルギー対応は可能となる。

災害時の対応

・複数エネルギー対応を図ることにより、
給食施設等への被害がない場合には、学校
運営が再開されるまでの間の避難住民への
食事の提供は可能

・子校においては、学校運営が再開される
までの間の避難住民への食事の提供は困難

・複数エネルギー対応を図ることにより、
給食施設等への被害がない場合には、学校
運営が再開されるまでの間の避難住民への
食事の提供は可能

敷地上の条件
・現状では、教育環境への影響が生じない
スペース（転用可能教室や運動場以外の敷
地）の全校確保は困難

・親校において、現状では、教育環境への
影響が生じないスペース（転用可能教室や
運動場以外の敷地）の確保は困難
・親校が、準工業地域・工業地域等でなけ
れば建築できない建築基準法上の「工場」
扱いとなる可能性があり、現状では調理施
設の整備は困難

・センターは、建築基準法上の「工場」扱
いとなるため、市内において準工業地域、
工業地域等の建築用地を確保する必要があ
る。
・将来のセンター老朽化による建替え時に
は、給食提供を一時中断するか、代替施設
等の確保が必要

全校早期実施

・各学校において、給食施設を整備する場
所の選定又は拡張用隣接地の取得、近隣周
辺住民への説明、教育環境への影響等、
個々の実情に応じたきめ細やかな対応が必
要であり、全校実施にはかなりの長期間が
必要
・改築に合わせた整備を行うとしても、全
校実施までにはかなりの長期間が必要

・各親校において、給食施設を整備する場
所の選定又は拡張用隣接地の取得、近隣周
辺住民への説明、教育環境への影響等、
個々の実情に応じたきめ細やかな対応と、
用途地域の変更等が必要であり、全校実施
にはかなりの長期間が必要

・センター建設用地の取得（確保）に相当
の期間を要する。また、用地取得（確保）
後も、（インフラ条件等にもよるが）機能
の検討から竣工までに一般的には約４～５
年程度を要する。

当初経費

・給食施設を新設するための隣接拡張用地
の取得・給食施設の建設等に多額の費用を
要する。
・その他、各中学校において、配膳室の整
備や食器等必要備品の購入などが必要

・親校において、給食施設を新設するため
の隣接拡張用地の取得・給食施設の新増設
等に多額の費用を要する。
・その他、各中学校において、配膳室の整
備や食器等必要備品の購入などが必要

・センターの用地取得（民有地取得の場
合）及び建設に多額の費用を要する。
・その他、各中学校において、配膳室の整
備や食器等必要備品の購入などが必要

経常経費

・小学校と同じように、調理業務委託と光
熱水費、消耗品費等が必要。
・給食施設が分散するため、人件費・維持
管理費に多くの費用が必要

・親校を小学校とした場合、現行の調理業
務委託の内容の見直しと光熱水費、消耗品
費等の増額が必要。さらに配送委託等が必
要。
・給食施設の集約化により、自校方式に比
較し人件費・維持管理費の抑制が可能

・新たに配送費が必要となるものの、施設
設備、業務の集中・集約化により人件費・
維持管理費等の抑制が図られ、自校方式や
親子方式に比べ、効率性は高い。

川崎市立中学校完全給食の実施手法について

・保温・保冷に優れた食缶の活用、学校側での再加熱設備の整備等により、適温での給食提供は可能

・民間事業者側の初期投資分等の一部が上乗せされた上で費用の平準化が図られること
から、毎年必要な経費は比較的高くなる。
・民間のノウハウを活用することにより、効率性は高い。

・配膳・片付けに一定の時間が必要となるため、各学校において時程の見直し又は工夫が必要となる。

・民間の施設を活用することから、市の初期投資については、中学校への配膳室の整備
や食器等必要備品の購入などで済むため、最小限に抑えることができる。
・民間事業者側の初期投資が必要となるため、長期の事業継続性が求められる。

・本市の要求基準を満たす委託事業者の確保が可能であれば、実施までの期間は一般的
には２～３年程度と最も短くなる。

急な給食時間変更への対応は困難

・完全な食物アレルギー対応は困難。個別の食物アレルギー対応は民間事業者の施設設
備や能力による。

・学校運営が再開されるまでの間の避難住民への食事の提供は困難
・事業者との連携による工夫が必要

・市側で施設整備を行わないため、民間事業者側で用地（市有地を含む。）・施設・設
備を確保・整備する必要がある。
・中学校において、配膳室の温冷蔵庫等設備の設置や運搬配膳業務等の業務委託が必要
となる場合がある。

・完全な食物アレルギー対応は困難であるが、特定品目の除去による個別の食物アレル
ギー対応は可能

・集中衛生管理により、食中毒の発生リスクは低いが、配送による拡大リスクは高い。
・仕様において衛生管理の徹底を定めるとともに、事業者の衛生管理に対する取組やその状況を随時又は定期的にチェックする仕
組みを整備する必要がある。

各学校の敷地内に調理施設を建設し、給

食を調理する方式です。

※ 本市立小学校は、当該方式で実施

大規模な給食調理施設を建設。そこで調

理した給食を、複数の学校へ食缶により

配送する方式です。

民間事業者の調理施設で調理した給食

を、弁当箱に盛り付けた上で、複数の

学校へ配送する方式です。

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室

民間事業者の調理施設で調理した給食

を、複数の学校へ食缶により配送する

方式です。

自校内に給食の調理施設を持つ学校（親校）

が、調理施設を持たない学校（子校）の分の

給食も調理し、同校へ食缶により配送する方

式です。

資料 ③－１



民間活力を活かした効率的な手法の検討について 資料③－２

平成26年4月22日
(教）中学校給食推進室

■ 調理業務の運営手法

■ 民間部門の活用（本市の位置づけ）

● 川崎市行財政運営に関する改革プログラム ２０１４（平成２６）年３月
・法令上の制限や市民の生命・安全に関する危機管理・緊急対応の必要性を踏まえながら、

行政として直接提供する市民サービスの必要性や市場の成熟度などの社会経済情勢の
変化に合わせ、それぞれのサービスにおける「公」の責任や関与を明確化

第２章 多様な行政課題に対応する執行体制の構築

（２） 公共サービスの提供等

⇒ 「公」と「民」との適切な役割分担を構築し、
民間活力を導入

【※参 考】
学校給食業務の運営の合理化について （一部抜粋）

文体給第五七号 昭和六〇年一月二一日
文部省体育局長通知

一 学校給食業務の運営については、学校給食が学校教育活動の一環として実施さ
れていることにかんがみ、これを円滑に行うことを基本とすること。
また、合理化の実施については、学校給食の質の低下を招くことのないよう十分配慮
すること。

二 地域の実状等に応じ、パートタイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託等

の方法により、人件費等の経常経費の適正化を図る必要があること。
三 （略）

　中学校給食について、民間活力をいかしたあらゆる手法を比較検
討の上、効率的・効果的な実施手法による安全・安心で温かい給食
の全校実施に向けた取組を進めます。

具体的な取組 内容

中学校完全給食実
施に向けた取組

調理業務委託
（公設民営）

民間デリバリー
（民設民営）

PFI

直営（公設公営）

民間部門の活用事例

・自治体により設置された各学校の給食調理室や共同調理場において、自治体職員（調理員）により、給食調理を行う
　【 事 例 】
　　本市の小学校･特別支援学校１１６校のうち、６８校で実施（H２６．４現在）

・自治体により設置された各学校の給食調理室や共同調理場において、調理業務のみを民間の調理業者に委託
【 事 例 】
　本市の小学校・特別支援学校１１６校のうち、４７校で実施（H２６．４現在）

・民間の給食調理会社に、学校給食の調理・配送・食器の洗浄を委託する。主に弁当箱で給食が提供されているが、自治体
により食缶で配送されている事例もある
【 事 例 】
　政令市では、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、広島市で実施（全て弁当箱方式）
　甲府市、武蔵村山市などでは食缶方式

・民間資金、経営能力及び技術的能力を活用し、公共施設等の設計・建設・維持管理・運営まで一体として民間にゆだねる
方式。なお、施設建設後、所有権を市に移転する方式など、PFI事業には複数の方式がある。
政令市では、主に学校給食センターで採用されているほか、本市のはるひ野小中学校で採用
【 事 例 】
　政令市では、仙台市（BOT方式）、千葉市（BOT方式）、静岡市（BTO方式）で実施



↓

民設民営 ＰＦＩ（ＢＯＯ） ＰＦＩ（ＢＯＴ） ＰＦＩ（ＢＴＯ）

　＝

　＝

　＝
施設所有

・事業期間終了時に施設の所有権が市
に移転

・施設竣工後、稼動前に所有権が市に
移転

　＝
資金調達

・企業独自の与信能力に基づくため（ｺｰ
ﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ）、不安定な要素有り

　＝ 施設整備に関する
財政負担等

・事業期間終了時までに、利息分も含め
て平準化され、支出

※1

・基本的に所有権移転時に一括で支出

： 民間事業者が公共施設を整備・運営し、公共がサービス対価を支払う。

：

：

[ＰＦＩ的手法]（PFIとは異なり、公的資金を用いて民間のﾉｳﾊｳを活かす手法）

・全サービス提供が事業者の責任において実施されることにより、創意工夫を発揮
して、サービス提供の向上に努め、事業の質のアップに繋がることが期待される。 ・事業期間の途中で施設用途の変更等

が行いにくい。
・事業者側が施設を所有することにより、
運営の裁量、自由度が増すなど、事業
者の創意工夫を発揮しやすい。

・行政ニーズに合わせた用途変更や修
繕が可能
・対象施設に求められる役割を明確に
し、望ましい施設への変更も可

○　民営化

事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確
保されていること

民間の資本、経営能力及び技術能力を活用すること

・維持管理や経年劣化に係る修繕等、施設面におけるリスク負担は基本的に事業者が負う
・施設面に係るリスクは基本的に市が負う。
  但し、施設期間に亘り性能等を担保させる
ことで、事業者との分担は可能

・事業者の経営努力により、総体コス
トの縮減も期待できる一方、民間の
経営状況によって、事業の継続性に
リスク有り。

・施設の所有があくまでも民間事業
者となるため、必要に応じて他の公
共事業等への対応も可能

リスク負担

・施設設置から、場合により撤去まで民間が全てを負うため、市の負担はほぼ発生
しない

○　アウトソーシング　

○　公設民営

公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意にについて、明文により、当事者
の役割分担及び責任分担等の契約内容を明確にすること

○　公共性原則

○　民間経営資源活用原則

○　公平性原則

民間事業者が公共施設を整備・運営し、利用者から徴収する料金収入により費用を
全て独立採算で回収する。

事業内容の主の部分だけを公が決定し、民間資金を用い、設計建設運営を民間のノウハ
ウを活かして任せる

民間資金と民間ノウハウを用い、施設の設計・建設から管理・運営まで一環して民間が行
い、公共が補助又は委託する

純民間事業とみなし、公が事業組織を民間組織に変えるあるいは事業を民間に譲り渡す
など

民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施す
ること

　　　　　etc.

ランニングコスト

○　ＰＦＩ

○　民設民営

民間事業者が公共施設を整備・運営し、利用者から徴収する料金収入を得るととも
に、収益性や安定性が足りないような事業について、公が補助金を支出する。

※　ﾒﾘｯﾄ(M)：施設を公が所有するため、税負担等が少ない。・所有権移転時に補助金等一部に明確な財源が確保される。

○　ジョイントベンチャー型

公共性のある事業であること

○　透明性原則

○　効率性原則

公が施設建設を行い、民間に運営等を任せる（指定管理、ＤＢＯ※を含む）
※　ＤＢＯ：Design（設計）Build（建設）Operate（運営）・公共が資金調達し、施設の設計・建設・運営を民間が実施

民間が資金調達し、建設（Build）、建設後所有権を公共に移転（Transfer）、一定期間運営（Operate）する。

民間が資金調達し、建設（Build）、資金回収まで一定期間運営（Operate）し、公共に移転（Transfer）する。

○　サービス購入型

○　ＢＴＯ（Build Transfer Operate）

○　ＢＯＴ（Build Operate Transfer）

○　契約主義

○　独立主義

○　独立採算型

○　客観主義

　　　低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高

共通事項

補助金・交付金等

課税状況
・施設の所有権が市になるため、不動産
取得税等が非課税となる

※2

・施設所有権移転時に国庫補助金の対
象となる（整備基準額の1/2）

・市は施設を有しない

・施設の所有権が民間事業者にあるため、地方税等の課税対象となる

・施設設備の整備を含め、サービス対価の平準化が可能
・事業者が施設の設置からサービス提供まで全て実施
・事業全体を見据えた効率化が図りやすい

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ自体の価値に基づくため（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ）、安定的な資金調達が可能

民間が資金調達し、建設（Build）し、一定期間運営（Operate）を行うが、所有権は公共に移転しない（Own）。

ＤＢ（Desaign Build） ：民間に設計と建設を一括して委託。所有、運営、資金調達は公共。

※　Ｍ：民間が施設を所有するため、運営管理に対してより大きなインセンティブが働く。

※　Ｍ：民間施設なので、民間側が管理運営に対して大きなインセンティブを持つ。・最終的に施設所有を公に移転する必
　　　　 要が無いため、公にとっては施設所有に関するリスクが少ない。

事業の柔軟性

行政関与度

　   ＤＭ：民間施設なので税負担等が大きい。・民間資金調達に係る利息分等が経費として上乗せとなる。

　　 ﾃﾞﾒﾘｯﾄ(DM)：民間側の管理運営に対してのインセンティブは低い。

　　 ＤＭ：民間施設なので税負担が大きい・民間が整備した施設設備に係る償却経費等が全て運営費等に反映されるた
            め、ランニングコストは比較的高い

外部委託

・国庫補助金、交付金等の対象外
・事業期間終了後は、基本的に原状回
復が義務化されることから、国庫補助
金、交付金等の対象外

・借入金に対する利息分、租税公課（事
業税等）や施設設備等に対する直接的
な支出は基本的に発生しないが、事業
終了後に市に所有権を移転させる委託
業務全体の経費には上乗せされるた
め、ランニングコストとしては多額にな
る。
・将来的には、建替え等大規模な整備が
必要。

・基本的に竣工時に所有権が市に移転
するため、ランニングコストとしては、一
番低額となるが、施設設備の老朽化へ
の対応等、大規模な修繕や整備が別途
必要となる。

・所有権移転が事業期間終了後のた
め、必要に応じ国との協議事項となる

・基準を満たした給食の提供ができれば、そ
れ以外の担保が難しい。また、代替が困難と
なることから、市側の立場が弱くなる。
・事業者の経営状況等により、サービス提供
中止等のリスク有り。

・要求水準、リスク分担を詳細に設定することで、リスクが減少される
・要求水準やリスク分担が細かくなるほど、民間手法が発揮されにくくなる

・市として要求する性能が高性能になるほど、限られた用地での施設能力に課題有り
・市有地に限る

ＰＰＰ（ｐｕｂｌｉｃ[官]・ｐｒｉｖａｔｅ[民]・ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ[協働]）による実施手法の検討について(参考）

○　ＢＯＯ（Build Own Operate）

公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用する―政府の行政改革のひとつ（民間にできることは民間に委ねることを原則)

公共サービスの性質に応じ、公共サービスを民間に開放

○　民設民営については、民間ノウハウを活かした事業者の自由度は高いが、市から見ると規定できる要素が限られ、トラブル等の予防・未然防止の点において
　　 リスク有り。但し、事業者との調整等により契約内容等で明確にすることで、安全性等の一定確保は可能。
○　ＰＦＩの方が事業の仕組みが明確である一方、詳細まで規定する必要があり、導入までに制限等が多い。
○　どの手法においても、献立作成・食材調達・検収等まで委託化した場合、コスト削減効果として大いに期待はできるが、食材の安全性、規格の統一性、大量安
　　 定供給等の観点からは、行政側の責任として献立作成・食材調達・検収・検食等の業務分担、及び事業者への指導・監督を市が負うことが望ましい。

契　　約

・業務委託契約＝民間サービスの購入
・施設整備等への関与は低い
（但し、協定等により一定関与は可能）
・長期継続契約で基本的に最長で５年

・ＰＦＩ事業契約＝公のサービスの提供を民に依頼
・設計、施工、維持管理、運営を包含
・市は施設整備にも関与可能
・ＰＦＩ法に基づき、長期契約が可能

用地・施設

・施設設置にあたり、民間の自由度が高
いため、確保した用地に合せ、最大の能
力確保が可能
・市内に限らず、どこでも立地可能
（但し、公募条件等で制限は可能）
・民民での用地取得によるため、用地確
保にリスク有り

特定事業の選定、民間事業者の選定において、公平性が担保されていること

特定事業の発案から終結に至る全過程を通じ、透明性が確保されること

各段階での評価結果について客観性があること

・事業者の独自事業の展開により、価格
変動等へ柔軟に対応できる可能性有り。

・他の公共的事業等実施の状況に応じ、
事業全体のコスト縮減の可能性有り。

・借地や借入金に対する利息分、租税公課（事業税等）についても、全体の経費に
上乗せされる。また、施設設備等に対する直接的な支出は基本的に発生しない
が、委託業務全体の経費には上乗せされるため、ランニングコストとしては多額に
なる。

※2　上記※1の制度により、国庫補助額を除く施設整備費を事業期間において、割賦による後年払いにしても補助額に影響はないため、財政の平準化が可能

※1　ＰＦＩ法による施設整備においては、ＢＴＯによる所有権移転時に国庫補助の充当が可能

ＤＢＯ（Desaign Build Operate） ：民間に設計と建設、運営を一括して委託。施設の所有と資金調達は公共。

（ＰＰＰの種類）

（ＰＦＩの基本理念）

（ＰＦＩの形態）

（ＰＦＩの方式・特徴）

ＰＦＩ（Private  Finance  Initiative）

資料③－３

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室



安全・安心・安価・良質な食材の確保について
平成26年4月22日

（教）中学校給食推進室

公益財団法人 川崎市学校給食会の事業について

【給食物資の調達事業】

○安全・安心な物資の調達

・「学校用給食物資規格基準書」に基づく物資（国産が基本）

・アレルギー物質の内容の確認

・納品後の物資確認調査の実施（規格、品質、量目 等）

・納品後の物資衛生検査の実施（細菌検査、残留農薬検査）

○安定した物資の調達

・信頼できる納入業者の確保（公募による指定登録、各業種の協力会）

・安価で良質な物資の確保（入札・競争見積り、サンプル調査）

・給食人数の確認と必要量の確保

○物資代金の支払い

・業者への物資代金の一括支払い

【調査研究事業】

○食品の安全に関する情報収集

○食品製造工場、生産地等の視察調査

○給食実施に寄与する講習会、研究会等の開催

【普及奨励事業】

○広報誌「給食だより」の発行

○「給食会パンフレット」の配布

現在の小学校給食

給
食
物
資
納
入
業
者
（指
定
登
録
業
者
）

各
小
学
校

（公財）川崎市学校給食会

給
食
物
資
の
一
括
購
入

物資の選定

物資選定委員会

○物資選定委員

（校長・PTA）

○物資審査員

（給食主任・栄養教諭・学校栄養職員）

・見本品の味・品質・価格・安全性等を審査・

決定

発注

支払

納入

給食費を予納

パ
ン
・
米
・牛
乳
納
入
業
者

納入

発注

支払
学校用給食物資

規格基準書

納入業者の選定（２年登録制）

資料 ④

【メリット】

○小学校給食用物資調達方法が構築されており、一括購入による安全・

安心・安価・良質な給食物資調達の実績がある。中学校用給食物質

の調達も可能。

・「学校用給食物資規格基準書」（国産が基本）

・衛生検査、物資確認調査の実施

・物資選定に係る組織、運営

・納入業者の登録制度、発注・支払いシステム、納品システム

・安価で良質な物資の必要量の確保

・食品トレーサビリティが可能

・例えばコロッケなど（食品添加物除去や原材料の配合内 容）は、

川崎市規格による特注品が調達できる。

○各中学校における物資の品質・価格・給食の仕上がり等の格差が生

じない。

○はるひ野中・東橘中は、小学校と同じ給食室で調理する（共同）ため、

作業工程の錯綜、不効率化やアレルギー物質を含む食材の混在防止

等の観点から、小学校給食と中学校給食で使用する食材は同一とする

ことが望ましい。

【デメリット】

○中学校給食用物資の調達を新たに委託する場合、給食会の人員増、

調達システムの開発が必要となる。

○使用量により、全校分の物資が同日に調達できない場合がある。

（そのため、小学校は３ブロックに分けて実施）

○供給量の少ない物資の使用はできない。

中学校給食

給食物資を（公財）川崎市学校給食会から調達する場合



学校給食を活用した食育の推進について

１．食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。＜食事の重要性＞
２．心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し自ら管理していく能力を身に

付ける。＜心身の健康＞
３．正しい知識･情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける。

＜食品を選択する能力＞
４．食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心をもつ。＜感謝の心＞
５．食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。＜社会性＞
６．各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ。＜食文化＞

食に関する指導の目標

（総則） 第１章

教育課程編成の一般方針

学校における体育・健康に関する指導は、生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとする。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心

身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間はもとより、技術・家庭科、特別活動などに

おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社

会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・

安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 【第１の３】

（特別活動） 第３章

学級活動の内容

適応と成長及び健康安全（抜粋）

ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 【第１の２】
学校における食育は、関連教科等における食に関する指導を相互に関連付け、学校の教育活動

全体を通じて総合的に推進するものであり、昼の給食の時間は、その取組において中心的な指導の
場となるもの。

学習指導要領（平成２０年３月２８日改訂）

給食時間における食に関する指導は、毎日繰り返し行うことで理解が深まり、習慣化されることから、食育を推
進する上で極めて重要です。 また、給食の時間は、教科等の時間とは異なり、友達や先生と和やかな楽しい
会食をするなどリラックスができ、午後に向けての活力も生み出すことができる時間です。

内容

１．楽しく会食すること

２．健康によい食事のとり方
３．食事と安全・衛生
４．食事環境の整備

５．食事と文化
６．勤労と感謝

給食時間における食に関する指導

特質

１．実践活動を通して行われる
２．習慣化を図ることができる

３．教科等の学習との関連を図ることができる
４．個に応じた指導が求められる

適切な給食時間の確保

計画的・継続的な指導

献立の充実

学校における食育「指導ハンドブック」

中学生の時期は、身体が著しく発育・発達するときです。また、スポーツや文化活動に参加する機会も増え、学校での生活時間が長くなったり、学校外での活動も多くなり、生活

リズムが大きく変化します。この時期に活力ある日々を過ごすためには、食事、運動、休養及び睡眠を十分とることが大切です。規則正しく、１日３回の栄養バランスのよい食事をと

ることは心身の成長の基本となり、家族や友達と和やかに食事をすることは、豊かな心や望ましい人間関係を育む上からも大切な役割を果たすものです。
学校給食は子どもたちの栄養を補完するだけではなく、集団生活の中で友達や先生と一緒に食べる昼食として、中学生にとっては特に重要なものであります。また、学校給食を

教材として活用し、各教科等の学習の内容に関連付けることにより、これまでに行われてきた学校での食育をさらに充実できるものと考えます。

【学校給食の役割】

・栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図る

・給食を教材として活用し、食に関する指導を効果的に進める

・準備等の実践活動を通して、計画的・継続的な指導を行うことにより、望ましい食習慣と食に関する実践力を身に付ける

・地場産物の活用や行事食等の提供により、地域の文化等に対する理解と関心を深める

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室

「食に関する指導の手引 第１次改訂版」

「食に関する指導の手引 第１次改訂版」

資料⑤－１



学校給食を活用した食育の推進について（参考）

（課題）

１ 食を共にすることについて＝共食（食を共にすること）の推進が必要

２ 生活習慣病の予防につながる食育について＝子どもの頃からの健全な食生活を確立

３ 食育に関する活動・行動について＝市民運動としての食育を推進

（第３期計画の取組）目標３
【基本目標】 を通 【取組の方向性】 【主な取組】

・地域の産物、旬の食べ物を知る

・食に関する地域での活動に参加する

（目的）

学校給食とは児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と

適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすもの ＝ 学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施

に関し必要な事項を定め、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図る 【第１条】

（学校給食の目標）

学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が

達成されるよう努めなければならない。

１ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び

望ましい食習慣を養うこと。

３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神

並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態

度を養うこと。
６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

７ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

（学校給食を活用した食に関する指導）
・栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食におい

て摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導（中略）その他の学校給食を活用した食に関する実
践的な指導を行う

・栄養教諭の食育指導に当たっては、（中略）当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児

童又は生徒の理解の増進を図るよう努める 【第10条第１項・第２項】

学校給食法（最終改正：平成20年法律第73号）

第３期川崎市食育推進計画案（平成26～28年度）

（学校、保育所等における食育の推進）

国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することに

より子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、（中略）食育に関する指導体制の整備、

学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響

等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずる 【第21条】

食育基本法（平成17年法律第63号）

目標１

楽しい食事で心をはぐくむ
・家族や仲間と一緒に食べる
・食事のマナーを身につける

・感謝の気持ちを養う

・食事づくりにかかわる

・食文化の伝承をする

目標２

元気な体をつくる
・健康的な生活習慣を身につける

・健やかな食生活のリズムを身につ

ける

・栄養バランスの良い食事をとる

・よくかんで味わって食べる

・食の安全性についての知識を身に

つける

目標３

食を通して地域のつながりを

つくる
・食に関心を持つ

・地域の産物、旬の食べ物を知る

・食に関する地域での活動に参加す

る

・食を通したコミュニケーション

の推進

・食を大切にする心の育成

・食文化や日本型食生活への

理解の推進

・給食等を活用した食育
・親子食育講座
・かわさきファーマーズクラブ事

業
・Ｂｕｙかわさきキャンペーン事業
・エコクッキング事業 等

・健康的な食のあり方を学ぶ機

会の提供

・規則正しい生活習慣の定着に

向けた取組

・食の安全性に関する正しい知
識の習得

・食に関するボランティア活動等

への支援

・行政、関係団体等とのネット

ワークづくり

・食に関する情報の提供

・両親学級

・乳幼児健康診査

・歯科保健事業

・保育所、学校等における食育

・介護予防事業 等

・食生活改善推進員の育成、支

援

・食育推進会議

・区食育推進分科会

・イベント、キャンペーン等での

食に関する情報の提供 等

【食育とは】

○生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

○様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室

〈制定された背景〉

①「食」を大切にする心の欠如 ②栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加

③肥満や生活習慣病（がん、糖尿病など）の増加 ④過度の痩身思考
⑤「食」の安全上の問題の発生 ⑥「食」の海外への依存 ⑦伝統ある食文化の喪失
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食器 ランチプレート 弁当箱

・生徒が盛り付ける
・準備、後片付けの時間が必要
・料理形態により食器の使い方を変えることができる
・食器を持って食べやすい

・生徒が盛り付ける
・準備、後片付けの時間が必要
・一部の食器は、持って食べることができる

・生徒は、盛り付けられたものを食べる
・準備、後片付けに時間がかからない
・一部の食器は、持って食べることができる

食育の観点

・配膳することにより、中学生一人分の平均的な食事
量を具体的に理解できる
・準備や後片付けの共同作業により、連帯感や責任感
が醸成できる
・個人の食事量が調整できる
・献立に適した食器を使用することができる。
・食事のマナーが身に付きやすい

・配膳することにより、中学生一人分の平均的な食事
量を具体的に理解できる
・準備や後片付けの共同作業により、連帯感や責任感
が醸成できる
・個人の食事量が調整できる

・中学生一人分の平均的な食事量を理解できる
・準備や後片付けに手間がかからないため、責任感や
連帯感の醸成に工夫が必要
・個人の食事量の調整は難しい

・洗浄をするものが３～５種類程度（飯椀、汁椀、皿、個
人盆　等）
・クラスごとのセットの作業を行う
・消毒保管場所のスペースが必要

・洗浄をするものが２～３種類程度（飯椀、汁椀、ランチ
  プレート　等）
・クラスごとのセットの作業を行う
・消毒保管場所のスペースが必要

・洗浄をするものが２～３種類程度（飯用、おかず用、
　汁用）
・クラスごとのセットの作業は行わない
・消毒保管場所のスペースが必要

食器の選定について

特徴

調理施設での
取扱い

種類

食器の特徴（いずれの実施手法でも使用可能）

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室

１ 安全性の確保（材質 等）

２ 多様な献立への対応（種類、大きさ 等）

３ 取扱いのしやすさ（生徒の使いやすさ、洗浄・保管等の作業面での使いやすさ）

４ 経済性（価格、耐久性、破損率 等）

【学校給食実施基準】

食器具については、安全性が確保されたものであること。また、児童生

徒の望ましい食習慣の形成に資するため、料理形態に即した食器具の

使用に配慮するとともに、食文化の継承や地元で生産される食器具の使

用に配慮すること。

選定ポイント

望ましい食習慣の形成

資料⑥



（平成24年度）

特別支援学校
幼児

児童（６～７歳） 児童（８～９歳） 児童（10～11歳） 生徒（12～14歳）
特別支援学校
高等部生徒

自校調理 共同調理場

エネルギー（kcal） 510 530 640 750 820 820 33 エネルギー Kcal 786.2 794.7 748.0

18 20 24 28 30 30 ― たんぱく質 ｇ 30.4 31.2 30.1

15～26 16～26 18～32 22～38 25～40 25～40 12～20 脂質 ｇ 24.1 23.9 23.0

脂質（％） ― ％ 27.6 27.1 27.7

ナトリウム（g） 2未満 2未満 2.5未満 2.5未満 3未満 3未満 33未満 ナトリウム ｇ 3.2 3.2 2.8

カルシウム（mg） 280 300 350 400 450 380 ― カルシウム ｍｇ 383.7 397.0 347.0

鉄（mg） 2 2 3 4 4 4 33 マグネシウム ｍｇ 110.0 112.6 86.0

ビタミンA（μgRE） 150 150 170 200 300 300 33 亜鉛 ｍｇ 3.6 3.7 3.2

ビタミンB1（mg） 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 40 鉄 ｍｇ 3.3 3.4 2.7

ビタミンB2（mg） 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 40 ビタミンA μgRE 296.1 327.8 358.0

ビタミンC（mg） 15 20 20 25 35 35 33 ビタミンB1 ｍｇ 0.79 0.93 0.82

食物繊維（g） 4 4 5 6 6.5 6.5 ― ビタミンB2 ｍｇ 0.63 0.69 0.61

（注）　１ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮すること。
マグネシウム・・

亜 　　　　鉛・・・

（注）　２

※1　範　囲 ・・・示した値の内に収めることが望ましい範囲

小学校

特別支援学校

浜松市
５，２１２円

幼稚部 ２，９７０円 ３０５．０円

小学部

中学部・高等部 ４，８５０円 ２９０円

養　護　学　校 中学部・高等部 ４，８５０円 ２９０円 自校・ｾﾝﾀｰ

小学部 ３，８５０円 ２３０円

中学部・高等部 ４，８５０円 ２９０円

小田原市

４，６００円
中学校ミルク給食 ２８３円

月　額 １本当たり 年間実施回数 １７９回

中学校 ７８０円 ４７円 １８３回

中学校ランチサービス

１食当たり ３９０円

高学年（５・６年） ４，０５０円 ２４０円

低学年（１・２年） ３，６５０円 ２２０円

中学年（３・４年） ３，８５０円 ２３０円

田島養護学校

１８３回

学　校　名 種　別 月　　額 １食当たり 年間実施回数

聾　学　校 小学校と同じ（低・中・高）

自校・ｾﾝﾀｰ

４，３００円 ５，６００円（委炊） ―

４，６００円 ４，５００円

１８３回

センター方式

１８４回

さいたま市

綾瀬市

４，６００円
２７４円

１８５回１６５回 １８６回

都市名

基礎月額

１食単価

年実施回数

札幌市

４，４００円

２７５．８円

１８９回

４，７００円

２９０．０円

１７８回

２６７円 ２７２円 ２６９円

南足柄市

神奈川県内他都市（平成24年５月現在）
都市名

４，０００円

センター方式 センター方式 自校調理センター方式 センター方式

政令市（平成25年５月現在）

中学校給食費他都市状況一覧

年実施回数

調理法式

３１２．７円（委炊） ３００．０円 ２６０．０円

自校・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

１８７回 １６６回 １８９回 １８６回

４，５００円

４，６００円

３００．０円（デリ）

京都市 大阪市

厚木市 大和市

デリバリー 自校調理

１７６回

１食単価

三浦市

４，２００円
２５２円

１８３回

北九州市

基礎月額
１食単価

名古屋市

２７６．６円

自校・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

都市名
基礎月額

新潟市

１８０回

５，５８２円

３２６．６円

１８８回

センター ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ 自校・ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞﾘ

静岡市

４，７３０円

２８９．０円

１８０回

調理方式 自校調理 自校・ｾﾝﾀｰ

４，５００円

２８２．０円

１８５回

0.65

37.9

5.9

275.7

4.6

自校・ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞﾘ

福岡市

388.4

110.9

3.7

3.4

307.4

0.84

４，６００円

２６６．３円

１９０回

6.2

中学校給食栄養素等摂取状況及び単価

全体

789.2

（平成24年度神奈川県学校給食栄養報告書）

37.6

円

食物繊維 ｇ

276.5

※牛乳代含まず。

月　　額 １食当たり 年間実施回数

本市給食費（平成21年４月改正）

調理方式

相模原市

年実施回数

児童又は生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準（平成25年４月改正）

区分 単位

全国抽出中学校平均

ビタミンC ｍｇ 38.3

区　　　　分

学校給食による摂取エネルギー全体の25％～30％

30.7

この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並
びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

学　　年

特別支援学校の幼児　40mg、児童（6～7歳）　70mg、児童（8～9歳）　80mg、児童（10～11歳）
110mg、生徒（12～14歳）　140mg、特別支援学校高等部の生徒　160mg

千葉市

平均購入金額 274.1 278.5

（平成25年１月30日 文部科学省告示第10号）

特別支援学校の幼児　2mg、児童（6～7歳）　2mg、児童（8～9歳）　2mg、児童（10～11歳）　3mg、生徒
（12～14歳）　3mg、特別支援学校高等部の生徒　4mg

5.8

24.0

27.4

栄　　　養　　　量

たんぱく質（g）
【範囲】※1

神奈川県内抽
出中学校

32.0

1日の食事摂取
基準に対する学
校給食の割合
（％）

3.2

学校給食摂取基準等及び給食費について 資 料 ⑦

平成26年4月22日
（教）中学校給食推進室



●Ａ中学校における主な年間行事について(参考例）

月

4月 　入学式・始業式・新入生歓迎会・教育相談・教育課程説明会・部活動説明会・新体力テスト・身体測定

5月 　体育祭・地域訪問

6月 　生徒総会・中間テスト・修学旅行・２年校外学習

7月 　進路説明会・学級懇談会・中体連ブロック大会・地区懇談会・サマースクール

8月 　サマースクール・防災訓練・子育てボランティア

9月 　職場体験（2年）・ボランティア体験（3年）・教育相談・期末テスト・連合運動会・市総体

10月 　弁論大会・三者面談・終業式・始業式・連合文化祭・文化祭・合唱発表会・文化教室・駅伝大会

11月 　進路面談・連合遠足・学習診断テスト・中間テスト

12月 　進路面談・学級懇談会・児童生徒交流会

1月 　教育相談・卒業と進級を祝う会・自然教室・3年学年末テスト

2月 　生徒総会・１-２年学年末テスト・避難訓練・職業講話（1年）

3月 　3年生を送る会・卒業式・三者面談・修了式

●政令市における中学校給食開始時期 （平成26年４月聞き取り）

政令市 札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 相模原市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

開始時期

S37年5月
　校数不明

S42.5月　13校
S45.5月　全校

H8年7月　4校 年不明
10月　56校

S54.4月　5校
H8.4月　2校
H22.11月　15校
H23.10月　15校

H15.11月　26校 S48.6月　4校
H19.4月　8校
年不明
4月・11月　11校

S45.9月
H21.7月
　校数不明

H5.4月　7校
H8～10
4月　47校
4月　27校
4月　1校

H13.1月　6校
H16.1月　66校

H24.9月　45校
H25.1月　52校
H25.9月　31校

H26秋頃に
実施予定33校

H14.9月　5校
H15.9月　2校
H16.4月　1校
H20.4月　1校
H21.4月　2校

H6.11月　試行
H9.　順次開始

合併を繰り返
しているので
開始年度は
不明な学校が
多い

H20.1月　3校
H21.9月　11校
H22.4月　16校
H23.4月　全校

S48.7月　17校
S49.2月　17校
S50.4月　18校
S58.4月　18校

S48.5月　4校　　S53.6月　7校
S54.6月　2校　　S54.10月　5校
S56.5月　2校    S58.5月　3校
H2.6月　2校     H5.4　3校
H6.4　2校        H8.5　2校
H11.4　2校      H19.4　5校

※　完全給食未実施の横浜市、川崎市、堺市を除く。

※　聞き取りで把握できた範囲での状況。現在の実施校数とは異ります。

学校の実情を踏まえた川崎市立中学校完全給食の開始時期について

主な年間行事予定

資料⑧

平成26年4月22日
(教）中学校給食推進室


